
1

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
読
替
表

○
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
六
十
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
読
替
部
分
）

読

替

後

読

替

前

（
用
語
）

（
用
語
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
、

」
と
い
う
。
）
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
、

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
。
以
下
「
施

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
。
以
下
「
施

行
規
則
」
と
い
う
。
）
、
端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一

行
規
則
」
と
い
う
。
）
、
端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一

号
）
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
九

号
）
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
九

十
一
号
。
以
下
「
接
続
会
計
規
則
」
と
い
う
。
）
及
び
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二

十
一
号
。
以
下
「
接
続
会
計
規
則
」
と
い
う
。
）
及
び
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二

年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の

年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

基
準
単
価

適
格
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
の
対
象
原
価
の
総
額
を
合
算
し
た

三

平
均
単
価

適
格
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
の
対
象
原
価
の
総
額
を
合
算
し
た

額
を
適
格
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
の
ア
ナ
ロ
グ
加
入
者
回
線
の
総
数
を
合
算
し

額
を
適
格
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
の
ア
ナ
ロ
グ
加
入
者
回
線
の
総
数
を
合
算
し

た
数
で
除
し
て
得
た
額
に
、
す
べ
て
の
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
ア
ナ
ロ
グ
加

た
数
で
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。

入
者
回
線
に
お
け
る
加
入
者
回
線
単
価
の
標
準
偏
差
の
二
倍
の
額
を
加
え
た
額

を
い
う
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

六

基
準
原
価

基
準
単
価
に
算
定
対
象
加
入
者
回
線
の
総
数
を
乗
じ
て
得
た
額

六

平
均
原
価

平
均
単
価
に
算
定
対
象
加
入
者
回
線
の
総
数
を
乗
じ
て
得
た
額

別添３



2

を
い
う
。

を
い
う
。

（
交
付
金
の
額
の
算
定
方
法
等
）

（
交
付
金
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
五
条

法
第
百
九
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
適
格
電
気
通
信
事

第
五
条

法
第
百
九
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
適
格
電
気
通
信
事

業
者
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
て
得
た
額
（
以
下
「
補
て
ん
対
象
額
」

業
者
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
て
得
た
額
（
以
下
「
補
て
ん
対
象
額
」

と
い
う
。)

か
ら
、
自
ら
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
適
格
電
気
通
信
事
業
者
を
接

と
い
う
。)

か
ら
、
自
ら
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
適
格
電
気
通
信
事
業
者
を
接

続
電
気
通
信
事
業
者
等
と
み
な
し
て
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

続
電
気
通
信
事
業
者
等
と
み
な
し
て
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

を
適
用
し
て
算
定
し
た
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
当
該
適

を
適
用
し
て
算
定
し
た
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
当
該
適

格
電
気
通
信
事
業
者
の
算
定
自
己
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
す
る
方
法
と
す

格
電
気
通
信
事
業
者
の
算
定
自
己
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
す
る
方
法
と
す

る
。

る
。

一

算
定
対
象
原
価
が
基
準
原
価
を
上
回
る
額
（
各
算
定
対
象
加
入
者
回
線
の
加

一

算
定
対
象
原
価
が
平
均
原
価
を
上
回
る
額
（
各
算
定
対
象
加
入
者
回
線
の
加

入
者
回
線
単
価
の
う
ち
、
基
準
単
価
を
下
回
る
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
下

入
者
回
線
単
価
の
う
ち
、
平
均
単
価
を
下
回
る
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
下

回
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
合
算
す
る
も
の
と
す
る
。
）

回
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
合
算
す
る
も
の
と
す
る
。
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）




